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一部負担金（病院等での窓口負担）・
保険料の減免について

保険料の納め方（お住まいの市区町に納めていただきます）

●特別徴収
　受給する公的年金から、保険料が天引きされます。
●次に該当する人が、特別徴収になります。

●納付方法の変更
　保険料の納め方を特別徴収（公的年金天引き）から普通徴収（口座振替）に変
更できます。
　変更には、お住まいの市区町へ届出が必要です（22ページ参照）。
　なお、届出から特別徴収の中止まで数か月かかる場合があります。

　保険料は、原則として公的年金から天引きされます。

①　公的年金受給額が年額18万円以上の方
②　介護保険料が公的年金から天引きされ、後期高齢者医療保険料
と介護保険料の合計額が公的年金受給額の1/2以下の方

①震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者
が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財
産について、著しい損害を受けたとき

②被保険者等の収入が、事業の不振、休業もしくは廃止または失業
等の理由により著しく減少し、生活が著しく困難な世帯であると
認められたとき

※年金を複数受給されている方は、年金の種別により、天引きする優先順位があります。

●普通徴収
　お住まいの市区町から送付される納付書または口座振替により、保険料
を納めていただきます。
●次のいずれかに該当する人が、普通徴収になります。

①　特別徴収の事由に該当しない方
②　75歳になったばかりの方や、他市区町村から引越ししたばかりの方

仮 徴 収

6月（2期) 8月（3期)4月（1期)

※平成26年中の所得が確定していないため、仮に
算定された保険料額を納めていただきます。

本 徴 収

12月（5期) 2月（6期)10月（4期)

※確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引い
た額を、3回に分けて納めていただきます。

●年6回の公的年金支給日に保険料が天引きされます。

　口座振替では確実な納付が見込めない方
については、口座振替への変更が認められ
ない場合があります。

※保険料の納付方法を口座振替に変更した場合、
社会保険料控除の額が増えることによって、
世帯全体でみた場合の所得税や市町村民税の
額が少なくなる場合があります。詳しくは最
寄りの税務署またはお住まいの市区町の担当
窓口にお問い合わせください。

保険料を納めないでいると
　保険料を納めないでいると、通常の被保険者証より有効期限の
短い短期被保険者証を交付することがあります。
　また、特別な理由がなく保険料の滞納が続いた場合には、不動産・
預貯金等の財産を差し押さえる場合があります。そのほか、被保
険者証の返還を求め、資格証明書（病院等の窓口で、医療費の全
額を一時的に負担することになります。）を交付する場合がありま
す。
　納付が困難な場合など、保険料に関するご相談があれば、早め
にお住まいの市区町の担当窓口にご相談ください。

　次の理由などに該当し、病院等での一部負担金・保険料のお支払い
が困難であると認められる場合は、減額または免除されることがあり
ます。
　詳しくは、市区町の担当窓口にご相談ください。

●お住まいの市区町への手続きには、口座
振替依頼書の提出が必要なため、
❶振替口座を確認できる書類（通帳等）
❷通帳のお届け印
❸被保険者証　　などが必要となります。

〈届出に必要なもの〉

●口座振替の開始月は、届出時期により異
なります。

〈振替開始月〉
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こんなときは届出を

(注1）

(注2）
(注3）

(注4）

　今まで使用していた被保険者証の返還手続きについては、交付元の健保組合等にご確認ください
（国保の場合は手続きは不要です。）。
　また、75歳になった方が、健保組合等（国保を除く。）に加入時に、75歳未満の被扶養者がいた場合は、
被扶養者の方の保険の資格がなくなりますので、国保など新たな健康保険への加入手続きが必要です。
　住所異動（転入・転出・転居）の手続きは市区町の担当窓口でご確認ください。
　住所地特例とは、県外の施設、病院等に入所・入院し、施設等の住所地に住所変更したとき、転出前
の広島県後期高齢者医療広域連合が引き続き保険者になることをいいます。
　障害認定撤回申請により、後期高齢者医療制度の資格を喪失しますので、交付する資格喪失証明書を
お持ちのうえ国保など新たな健康保険への加入手続きをしてください。

こんなときは 手続きと必要なもの

県外の市区町村から転入し
たとき

県内の他の市区町から転入
したとき

県外の市区町村へ転出する
とき

県内の他の市区町へ転出す
るとき

県外の施設・病院等に入
所・入院し、住所を施設等
の所在地に移すとき
また、入所等した後に施設
等を変更するとき

75歳年齢到達で後期高齢
者医療制度へ加入するとき
(注1）

手続きは必要ありません。
後期高齢者医療制度の被保険者証は誕生月の前月
末日までに郵送でお届けします。

住所異動（転入）の届出（注2）
●転出した市区町村が発行した「負担区分等証
明書」

前の市区町村で被扶養者の保険料軽減を受けて
いた場合
●転出した市区町村が発行した「被扶養者証明
書｣

前の市区町村で後期高齢者医療制度に加入して
いた75歳未満の方（障害認定）
●転出した市区町村が発行した「障害認定証明
書｣

住所異動（転入）の届出（注2）
●被保険者証（転出した市区町へ返却していな
かった場合）

住所異動（転出）の届出（注2）
●被保険者証

住所地特例の届出（注3）
●被保険者証

※前の市区町村で「限度額適用・標準負担額減額認定証｣
｢特定疾病療養受療証」をお持ちの方は新たに手続きして
ください（21・22ページ参照）。

※｢限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受
療証」をお持ちの方は、それらの証

※施設または病院等の名称および所在地がわかるもの

※加入以前の保険で、｢限度額適用・標準負担額減額認定
証｣｢特定疾病療養受療証」をお持ちの方は新たに手続き
をしてください（21・22ページ参照）。

こんなときは 手続きと必要なもの

市区町内で住所が変わった
とき

障害認定により後期高齢者
医療制度へ加入希望される
とき
（4ページ参照）

障害認定の撤回を希望され
るとき
（4ページ参照）

生活保護を受けるように
なったとき

生活保護を受けなくなった
とき

一部負担金の割合が3割で
世帯（対象者）の収入状況
が一定額未満の方
（6ページ参照）

市町村民税非課税世帯の方
で「限度額適用・標準負担
額減額認定」を受けるとき
(7ページ参照）

住所異動（転居）の届出（注2）
●被保険者証

障害認定申請
●加入前の被保険者証等
●印鑑
●障害の状態を明らかにする書類

障害認定撤回申請（注4）
●被保険者証
●印鑑

資格喪失の届出
●生活保護決定通知書
●被保険者証
●印鑑

資格取得の届出
●生活保護廃止（停止）決定通知書
●印鑑

基準収入額適用申請
●被保険者証
●印鑑
●対象者の収入状況のわかるもの

限度額適用・標準負担額減額認定申請
●被保険者証
●印鑑

※｢限度額適用・標準負担額減額認定証」「特定疾病療養受
療証」をお持ちの方は、それらの証
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こんなときは 手続きと必要なものこんなときは 手続きと必要なもの

｢限度額適用・標準負担額減
額認定」を受けた低所得者
Ⅱの方が、長期入院に該当
するとき（7ページ参照)

人工透析を必要とする慢性
腎不全、血友病等の治療を
受けるとき
(9ページ参照）

｢被保険者証」「限度額適
用・標準負担額減額認定
証｣｢特定疾病療養受療証」
を破損・紛失したとき

高額療養費の申請案内が届
いたとき
(8ページ参照）

高額介護合算療養費の支給
申請をするとき
(10ページ参照）

後期高齢者医療制度加入直
前に、健保組合等の被扶養
者であった方で、保険料が
減額されていないとき
(17ページ参照）

保険料の納め方を年金天引
きから口座振替に変更した
いとき（18ページ参照）

特定疾病認定申請
●被保険者証
●医師の意見書

●印鑑

限度額適用・標準負担額減額認定申請（長期入院
該当）
●被保険者証
●限度額適用・標準負担額減額認定証
●印鑑
●病院等が発行する入院期間がわかる領収書等

高額療養費の支給申請
●申請案内に同封の支給申請書
●被保険者証
●印鑑
●振込先口座を確認できる書類（通帳等）

高額介護合算療養費の支給申請
●申請案内が届いた場合は、同封の支給申請書
●被保険者証（医療・介護）
●印鑑
●振込先口座を確認できる書類（通帳等）

後期高齢者医療被扶養者の届出
●被扶養者であったことがわかる資格喪失証明書
●保険料額決定通知書
●印鑑
●本人名義の通帳

※後期高齢者医療制度加入以前または転入以前に特定
疾病認定を受けていた方は、その認定証または転出
した市区町村が発行した証明書があれば医師の意見
書は不要です。

※いずれかの保険で異動があったときは、以前の保険の自
己負担額証明書

※健保組合等から広域連合へ通知がある場合は、手続きは
必要ありません。

※口座振替を希望されるときは、お住まいの市区町の担当
窓口にお問い合わせください。

療養費等の支給申請をする
とき
(11ページ参照）

①被保険者証なしで病院
にかかったとき

②コルセットなどの治療
用装具を購入したとき

③輸血をしたとき（生血)

④海外で急病になり受診
したとき

⑤柔道整復師の施術を受
けたとき

⑥はり・灸、あんま・マッ
サージを受けたとき

⑦医師の指示により緊急
の必要があり移送され
たとき

葬祭費の支給申請をするとき
（13ページ参照）

療養費等の支給申請
●被保険者証
●印鑑
●振込先口座を確認できる書類（通帳等）

葬祭費の支給申請
●申請者の印鑑
●振込先口座を確認できる書類（通帳等）
●葬祭を行った方がわかる書類

●診療（調剤）報酬明細書（レセプト）
●領収書

●医師の診断書又は意見書
●装着証明書
　（県外の医療機関で受診したときは不要）
●治療用装具の明細がわかる領収書

●医師の診断書又は意見書
●輸血用生血液受療証明書
●血液提供者の領収書

●診療内容明細書（指定の様式）
●領収明細書（指定の様式）
●費用が明細な領収書

●柔道整復施術療養費支給申請書
 （施術師が施術証明したもの）
●療養費支給申請書（はり・灸、あんま・マッサー
ジ用）（施術師が施術証明したもの）
●医師の同意書（初療のとき）
●医師の意見書
●移送に要した費用の額を証明する書類
●移送経路などがわかるもの

※上記のほか、①～⑦のそれぞれの書類を提出してく
ださい。

※外国語で作成されている書類は日本語の翻訳文が必要です。
※受診したときの渡航期間が記載されたパスポートの提示が必要です。

再交付申請
●本人が確認できるもの（運転免許証、パスポー
トなど）
※詳しくは、お住まいの市区町の担当窓口にお問
い合わせください。
●印鑑

情報公開・個人情報保護制度について
【情報公開制度】公正で開かれた行政を推進するため、広域連合の保有する情
報を請求により開示等をする制度です。

【個人情報保護制度】個人の情報を適切に取り扱うとともに、自己に関する個
人情報を請求により開示等をする制度です。

※詳しくは広域連合へお問い合わせください。


